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マックス・ウェーパーにおける

理解社会学の形成

論文 iR・シ斗タムラーにおける唯物史観の〈克服)Jの検討一一

奥田 隆男

I はじめに

マックス・ウェーパーは， 1913年の論文「理解社会学のカテゴワー」の冒頭

で，自然現象と区別きれる人間の行動の特質を，その理解 Verstehen が可能

であるという点に求め，その上で，理解社会学の認識対象としての行為 Hanぃ

delnを「主観的に思念された意味」に規定された行動である主定義している九

本稿は，意味論と行為論のこうした結合としての理解社会学主通して社会認識

を行なおうとするウェーパ-<0方法志識り形成過程を，1907年に発表きれた論

文 iR・シュタムヲーにおける唯物史観の〈克服)J" (以下シュタムラ 論文

と記す〉に即 Lて検討しようとするも 0である。この論文は，論者によって，

またウェーパー自身によってもその重要性が指摘されているにもかかわらず，

1) Max Weber， Ub町 einigeKategorien der verstehend白， s阻ロ，logie，1913， in: de問、
G"山 nmelteA:u-fsatze zur WおSのlschaftsleh問 .4Auι1973 (以下 WLと略記)S. 4271.， 

429.林道義訳 F理解社会学のカテゴりー」砦世t安車二 13，16ペ ジn 仔|用士中の静点は原文
がゲシュベルトであることを示す。以下の引用士についても特に断わらない限り同L なお訳士
は適立変更させていただし、たJ 周知のように， ウェ パ はこの「主観的に恩令された意味」

を「客観的に妥当する意味」から陵別している o WL  S. 427林訳11ベータ。この点については
後に触れる。

2) Max Weber， R. Stalllmlers )Uberwindung( der ma.terialistischen Geschichtsauffassung， 
1907， in: WL  S. 291-35~ 松弁秀親訳 m シュタムラ における唯物史観の『克服~.J r世界

の大思想 11-7ウェ-/'- 宗教 社会論集 11968，所収(以下払明訳とのみ記す場合はすべて当
訳を示す)，およびその遺稿 d，珂 NachtragzU dem Aufsatz uber R. Stammlers )Ub町 wm

dung{ der mater.ialistischen Geschichtsauffassun毘 in:WL  S. 360-380. なおオウクスによ
る英訳は遺稿の訳をも収める。 MaxWeber， Critique of Stammler， tr. by Guy Oakes， 
Free Press， New York， 1977 
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こ の観点からとり上げられることは案外少ないように思われる九本稿ではこ

の課題を， ウェーバーが批判の対象としたノレドノレフ・シュタムラーの著書「経

済 と法」第 2版ω をもウェーバーの論点に触れる限 り で 参 照 し つ つ 果 そ う と 思

つ。

ただし，理解社会 学の方法意識がシェタムラー論文で突然現われたものでな

いことはもちろんのことである。その前々年(1905) および前年 (1906) に 発

表された「ロッ νャーとクニース」第 2部・第 3部|クニ スと非合理性の問

題」日においてすでに理解概念が詳しく検討され1いるし，行為論的視角も志

3) Max Weber， Wirtschaft und Gesellschaft， 5 Aufl. 1972， S. 1 清水幾太郎訳「社会学

の根本慨士」岩波文且 8ベ ジー阿閉吉男 内藤莞繭訳「社会学の基礎視~J 角川文"'" 6へ

ク。住谷一章，マックス・ウェーパ ， I11島武宜編「法社会学講座」第 1巻， 1972， 154へ

ジ註22)。 筆者の知る眠りでシュタムラー論文を意味論の観点から論じている文献としては放の

ものがあげられる。 AlexanderVQn -Scheltung， Max Webers W加のμchaftsleh問， 1934， S 

400 ff.; Raymond Aron， La phtZosophie c円 tiquede l'histoire， 20 ed.， 1950， p. 246乙48.

Peter Winch， The idea of a social science， 1958， p. 49-51， p. 116-120 轟UIじ真規雄訳「社

会科学の理意J1977， 61-63ベ ジ， 143-148ページ。 Guy仁akes，Introductory essay， in 

Max Weber， C，-ir.叩 'JP.07 Stmnmler， tr. by Guy Oakes， p， 1日。RudolfStammler， Wirtschaft und Rιcht nach der畑出由時listischenGeschichtsauffa 

日開 品 2Aus.， 1006. (以下 wRと略記。なお本書の初版は18%年刊である J 第5版(1924)

の緒論および第1編の邦訳として.連陸北市訳「唯物史観にしたがう経済と法」第一分間， 1968~ 

本稿はツュタムラーの ζの著書自件乞論じようとするものではないが，参考までに，ウ 4 ハ

と同じく社会科学の方法論の組長からシュタムラーを論じた文献として以下のものをあげてお〈。

Georg Simmel， Zur Methodik der Sozialwissenschaft， in: Jahrbuch fur Gesetzgebung， 

Venιal印 ngund Volks-wirtschaft， Bd. 20， 1896; ベネデッ l クローチェ，佐藤三夫訳，

シュタムラー教慢の本， r流通経済論集」第13巻第 l号，，978，(底本， Benedetto Croce， Illibro 

del Prof尽tammler，1898， in: Cr叫 e.Alateria1ismo Sto門叩 edEconom阻 Mm'xistica，

1961)ジンメルの論説もクロ チェのそれも共に「経済と法」初版の書評である。なおνンメノレ

の書評を紹介したものとして，林恵海，シγメルに於ける社会市式構;告の一考察 特に γュ

タムヲアの形式概意を考麗し乍ら . r社会学雑誌」第4巻第7号(通善措37号)1927，があ

る。さらに，米国庄太郎，批評的法理学ト社会学， ，京都法学雑誌」第8巻第 2号 第9巻第

5号. 1913-1914，その内第8巷第11号〔連載灘7回〉より第9巻第5号(連載第9回完結〉ま

ででシュタムヲ が論じられている。最近の文献として.Thomas E. Willey， Back to Kant， 

Wayne University Press， Detroit， 1978. これは簡単にではあるが，第一次大戦中の:/;1.タム

ラーの政治的言動を伝えている点で有益である。以上あげた以外のシュタムラーに関する文献に

ついては次回二つの文献を奉照きれたい内加醇新平，新カント学派，尾高朝雄 峯村光郎 加藤

新平編「法哲学講座」第5巻(上)， 1960;原芳男，新カソト学旅，野田良之碧海純一編「近代

日本法居、想史J19790 

5) Max Weber， Knies und das Irrationalitatsproblem._in: WL  S. 42-145. 松井秀親訳「ロ

ツシャ とクユ ス」←)およひし')，社会科学七ミ Jトルにrrr. mク= メと非合理性の問題-'/



70 (210) 第 127巷第2.3号

味論的視角もそれぞれそこに見い出すことができる刊 しかしながら， このク

ニース論文ではなおこの二つり視角を結合させる方向は必ずしも明確化されて

はいなかったし，しかもウェーパーが自己の方法論を論じ始めた時の出発点と

したリッカートの方法論的枠組の完全な相対化もなおなされてはいなかった"。

この三つの課題を錯綜とした形ではあるが果す方向を示したのが，シュタムラ

ー論文にほかな bない。

11 三つの自然概念

後にも述べるように， シュタムラー論文でウェーパーが批判の対象としたシ

ュタムラ の「経済と法」の主要な論点の一つは，自然科学から区別される独

立した科学としての社会科学の存立の可能性の検討にあった。そのため，ウェ

ーパーはゾュタムラーの見解を検討するためには前も勺て自然とし、う言葉の意

味を考えなければならないと述べ，三つの自然概念とそれに応じた三種類の自

然科学と非自然科学の区分の仕方を提示しているω。

第 の概念規定は認識対象の性質に従ってなされる。たとえば，生命体の世

界とそれを含まない世界を区別し，後者を自然と措定することができる。この

場合にはたとえば生物学は生命体を扱う以上，非自然科学に属する。あるいは，

生命現象は自然、に含めるが，心的現象は含めないという考え方もありうる。そ

うすると生物学は自然科学に属するがj 心理学は属さないことになる。さらに

、として収量。(以下.r 1ロツシャ と歴史的方法」と区別してグニ ス論士と呼占。)このク
ニ-7、論文の執筆は安藤英治氏の推測されているように. 1904年のいわゆる客観性論文 Max

Web'O'_c， Die )Cコbjektivitat{sozi.alwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkf'nntnis.より

も後になされたと居、われる。安藤英治.rマックスーウェーバー研究J1965， 178ページ註(21)。
6) たとえば理解概意および意味概志に関しては， WL  S. 67ff.， 69 松井秀親訳「ロ γシャ と

クニースJH138へージ以下， 142へージ. 経験規則 Edahrungsregelという形で目的合理的行
為の公式を追求した個所として， WL  S. 127f松井訳同上回 117ベージ以下. リッカートおよ
びディノレタイと対比させつつ「ロツシャーとクニース」を論じた王唆に富む士献として，近藤潤
三， ウェーパー理意型論の方法論的前提， r法学論叢」第97巻第4号，第5号， 1975， 

7) rロツシャーとグユース」の次の個所を参照されたいcWL  S. 12 Anm. 1)，126松井訳「ロ
ツシャ とグエースJH30ベジ註(22)，岡口115ペジ以下a

8) WL  S. 321 f 松井訳 rR.シ1 タムラ における唯物史観の『克服JJ33へ一三人
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もう少し自然領域を拡大して，心的現象一般をも自然に含めるが，ただしその

場合に人間固有の精神生活とその産物は心的現象からは除外するという立場も

ありうる。この時には，心理学も自然科学に属し，精神生活とその産物，一般

的に言えば文化を対象とする科学(たとえば文化人類学や文化史〕のみが非自

然科学になる。ともあれいずれの規定をとるにしても，こ ζでは対象の性質に

従って自然の領域が確定されし，それに瓜じて科学区分も行なわれることになる。

自然の第二の概念規定はリッカートの方法論に従ってなされてし、る。(ただ

Lウェーバーはここではリッカートの名を明示してはいない。〉 リッカートに

よれば，;"色験的実在 empirischeWirklichkeit はそれ自体と Lては内包的に

も外延的にも無限であるが，この無限性を克服し認識を可能にする考察様式と

Lて，自然法則を定立しまたそれに従って対象者考察する一般化的方法と，認

識対象の唯一独向性の認識を目ざす個性化的方法の二つがある。前者が自然科

学の方法であり，後者が歴史学の方法である。自然概念もこの方法に応じた形

で規定される。すなわち，一般化的方法で考察される場合には対象は自然にな

るが，個性化的方法によって考察される場合には歴史になるのであるヘ

さて，第二の概念規定で注意きれなければならないのは，自然科学であれ歴

史学であれ認識対象はいずれにおいても経験的実在であるということである。

つまり，ここで問題になっている科学は，ウェーバ によればいずれも経験的

一一因果的説明 Erklarung を目ざす経験科学であり，当為 Sollen を扱う規

範科学はここでの科学区分の枠外にあるのである。たとえば，論理学や数学，

美学といった学問，また法教義学や神学での教義学といった学問はここでは経

験科学としての自然科学と歴史学のいずれにも属さないのである。

9) Ibid.. S. 322 松井訳33ぺ ジーリァカ トは止のように述べている。 r.a験的実在位，われ
われが普遍を顧慮しつつ考察するならば自然になり，特殊を顧慮しつつ考察するならば歴史にな
る，J Heinr.ich Rickert， Die Grenzen der natu門 vissenschaftlicft四 Beg叫がbildung，1 

Aufl.， 1902， S. 255 ただし価値関係が導λされることによって， 歴史は次のように規定し直
される。 r実在は，特殊がその唯一独自性に二って，意批し評価する存在に対して有する意義
Bedeutungが顧慮されて歴史になる，Jib剖， S. 355 リッカートからすれば， ウェ パ の
『経済と社会」は社会の一般化的考察の一例であり，彼の考える歴史学とは異なった考察様式を
有する g Rickert， Grenzen. 3 u. 4 AufL. 1921. S. 200 Anm. 1 
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第三の規定はこの規範科学を考慮に加えることによって成立する。ここでは，

ウェーパーによれば，判断カテゴリ の相違に基づいて科学が経験科学と規範

科学に分けられる。前者の判断カテゴリーが存在 Seinであり，後者のそれが

当為である。第二の自然概念規定が自然対歴史という対立図式で表わせるとす

れば，第三の規定は存在(=自然〉対当為という図式で表わすことができる。

ややスコラ的な言い方をすれば，因果性のカテゴリーを用いて研究する科学は

すべてここでの規定における自然科学になり，非自然科学として残るのは規範

科学でしかない川。ウェーパーは， シュタムラーは存在と当為とを混同してい

ると考えていたからu九続く規則概念の分析に際しても，存在対当為という第

三の規定を貫くことが目ざされている。

III 規則概念の分析

ウェーパーがシュタムヲー論文で規剥概念をとり上げたのは，それがシュタ

ムラーの「社会生活」概念と関係しているからである。 i経済と法」において

シュタムラーが扱った基本的な問題の一つは，人間の織りなす社会生活と自然

との聞には根本的な相違があるのかどうか，またそうしたものがあるとすれば

社会生活独自のメルクマールは何かということであった。そしてこのメルクマ

ーんが明らかにされることによって，同時に自然科学とは異なる社会科学の特

質も明らかになるとシュタムラーは考えてし、た問。

では，動物の単なる集団生活や植物の群生とは異なるものとし亡の人閣の社

会生活の特徴は何なのか。 γ ュタムヲーによれば，それは「人聞によって作ら

れた，彼らの交際と相互生活についての規制 RegelungJ凶である。これはま

た， i人同の相互的行動の外的規制」あるし斗主外的規則 ausereRegel凶とも呼

10) WL  S. 322 松井訳出へージg

11) IbUi.. S. 304， 358 松井訳19，63ベーシ。
12) Stammler， WR  S. 4ft， 77. vg1. Oakes， Introductory essay， in: Max Weber， Critique 

of Stannnler， tr. by Guy Oakes， p. 1-3 

13) WR  S. 83 
14) Ibit.よ
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ばれる。つまり，人間だけのものである「社会生活とは，外的に規制きれた共

同生活なのである。J15)ここで外的規則と言われるものの意味をずュタムラーは

ロビ Y ソン・クノレーソーを例にして説明してい{5'ω。

シュタムラーによれば，ロピ Y ソンが島に 人でいる聞はもちろん社会生活

は存在しない。農耕や牧畜といった経済活動を彼が行なっている場合でも，そ

れは波の家計上の技術にすぎ立い。つまりこうした生活は技術学=自然科学的

考察の対象にしかならない。彼がフヲイデーを救い，そ Lてフライデ が彼に

対して「あなたは私の主人です」という志志表示を何らかり形で行なった時に，

すなわち両者の聞に主人一ー従者関係が何らかの形で外的に成立した時に，は

じめて社会生活が始まる O 言L、かえれば，主人一ー一従者という規範的関係が成

立してはじめて社会科学的考察が始まりうるのである。その際，関守者の動機

は問題にならないmo フライデーがどういう動機でロビンソ Yの命令に従った

かは，外的規則としみ概念にとってはどうでもよし、。外的規則は，関与者が眼

に見える形でそれに従うならばその定義が満たされている。したがって，規範

的規則が外的に存在していればそれで社会生活は成立しているのであり，社会

科学はまさにそうした社会生活を独自の認識対象として有するのである。言

いかえれば， 社会科学の固有の認識対象は規範以外の何ものでもないのであ

る'"。

ウェーバーは，社会科学にとって意義を有する規則概念としては規範しか認

めない γ ュタムヲーのこうした狭い見解には満足しなし、。何よりも規則という

言葉も自然という言葉同様多義的であるから，その多義性自身がまず明らかに

されなければならない。

15) Ibid.， S. 84 

16) Ib以， S.105f

17) Ibid.， S. 99 ただし3 シュタムラーは経済活勤が完全に社会科学の対象から排除されると考え
ていたわけではない。外的規則の下に置かれない限りは，技術的考察の対象にしかならないと考
えていたのである。そしてこの外的規則カミ社会生活の車夫 Formであり， その下にある場合に
経済は質料 Materie仁社会静済)になる E桂は考えていた"WR  S. 143 

18) シュタムラーの言う外的規則はもちろん法だけでなく，道徳慣習等をも含む。 WR5_ 85 

ただL，社会生活の純粋形式はあくまでも法が形成するo WR  S. 120I 
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まず最初に二つの規則概念が提示されている問。

一つは規則性 RegelmaBigkeitとしての規則である。ウェーパーによれば，

これは「因果関係に関する普遍的な言明としての規則」であって，自然科学に

おける自然法則や I人は必ず死ぬ」といった経験的命題がそうしたもりであ

る。

もう一つは""ュタムラーが念頭においていた規範 Norm とLての規則で

ある。先の規則性が存在に関する普遍的言明であるとすれば，規範は当為に関

する普遍的言明である。つまり，さまざまな事象を，論理的・倫理的・美的等

の観点から価値判断する場合の基準がここでは考えられているのであ品。

この二つの規則概念に関しては，存在対当為という先の第三の自然概念の規

定での二分法が貫かれていると言え土号。しかしウプーバーはさらに第三の規

則概念を導入する。行為の格率 Maximedes Handelns と呼ばれるのがそれ

である加。

ウェーパーもシュタムラ一同様， ロビンソン・グノレーソーを例にあげてこの

格率概念を説明している。ウェーバーによれば，ロビンソンはその生活環境に

応じた合理的な経済活動を行なってレるが，このことは彼が財の獲得と使用と

を特定の規則，特に経済的規則の下に行なっていることを意味する。たとえば，

耕作をし収穫物を消費用と種まき用に分けるといった経済活動をロビンソンが

行なう場合，彼は明らかに特定の経済的規則の下にそれを行なっているのであ

る。行為の基準となるこうした規則をウェーパーは行為の格率と呼んでいる。

さて，ウェーパーによれば，ロビンソンの例を見てもわかるように，規則概

念、と社会生活との結びつきは， シュタムラーが考えていたような必然的なもの

ではなL、。つまり， 戸ピンソンは社会生活を蛍んでいないにもかかわらず彼の

19) Webヒr，WL  S. 322f 払~*訳詞へージ。

20) Ibid.， S. 323f松井訳34へーシ以下B カソトの格率規定をも毒照されたい。I-.Kant， Grundl 
egung zur Metaphysik der Sitten， Ph. B. Bd. 41， 3 Aufl.， 1965， S. 19 Anm. 1， S. 42 
Anm.l野田又夫訳「人倫の形而上学の基礎づけ 1.r世界の名著ーーカシトJ243へージ註 1.
265ヘ ジ註1。参照，ウェーパー，松代和郎訳「社会学および経済学の『価値自由』の意味」
1976. 37ヘジ訳許(針。
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2
 

(
 

生活の基礎にある経済的規則といったものは指摘できるし，道徳規範に関して

も事情は同じであって，社会生活を営まないロピνソνの反道徳的行為といっ

たものも考えることができるのである2ヘ言し、かえれば，社会生活の有無とい

う「規則の因果的な由来は，規則の論理的木質にとってはどうでもよし、」叩の

である。

しかしこの点に関してはもう少し敷術がなされなければならない。規則り論

理的本質とは何であるかが直ちに問題になるから立ある。ンュタムラーが，規

範ニ共同生活の外的規則を社会生活の特質とし，経済的規則を技術的考察の対

象としか考えなかったのに対し，両者共に社会生活のない孤島でのロピンソン

の生活に適用できると述べただけでは批判にはならないであろう O シュタムラ

ーからすれば単なる定義の相違ということになってしまうだろうから凶)。それ

故，そう Lた批判ではなく，規範正規則件の区別を社会科学と自然科学の区別

にまで延長してしまうシュタムラ の怒意性自体が批判されなければならなし、。

言いかえるならば，規範も規則性も共に同じ土俵での経験科学的な取り扱いが

可能であることが示されなければならない。その鍵となる概念が格率であり，

規範も規則性も共に格率に転化Lうることが示されることによってこの課題が

果されることになる。

まず規則性についてウェーパーは次のような例をあげている。

「たとえば】機械の諸部分の協働は， (人間によって設定された規則〉に従

っているが，その〈論理的な〉意味は，暴力によってつながれた執馬，奴隷，

あるいは最後に， 工場における 〈自由な〉人間労働者といったものの協働が

(人間によって設定された規則〉に従っているのと同じである。というのは，

最後の例で言えは，労働者を全メカニズムにつなぎとめておくのがきちんと計

21) WL  S. 324 Anm. 1 松井訳38ベジ註(針。

22) Ibid.， S. 324松井訳35ベジ。

23) 婁際シュタムラーはウェーパーの批判をそうしたものとしてしか見ていなかったように思われ
る。 Stammler，WR  3 Aufl.， 1914， S. 671丘 Anm.232特に S.672第 4項(規則概念に関
する項〕でのウェーハ への反論を見られたいζ
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算された〈心理的強制〉であり， 中略 それに対して物的な機械部分で

は機械の物理的・化学的特質によってそれぞれがつなぎ合わされているのだが，

いずれの場合でも〈規則〉概念の意味に関しては何らの相違を形成するもので

はないからである。JW

ここで言われている規則概念の意味については，しかしウェーパ はもう少

し展開している。

労働者が，衣食や暖を手に入れるためには「工場の事務室できまり文句を言

うか. (法学者の言う労働契約にと勺ては普通の〕他のある種の仕草をし，そ

り後す〈に工場のメカエズムに従っ亡一定り筋肉運動を」しなければならない

と考えるとか，また「こう Lた事すべてを行なえば，定期的に一定の形をした

金属片もしくは紙切れを得るチャ γスがあり， そしてこの金属片もしくは紙切

れが他人に渡ることによって，パ γや石炭・ズポ Y等を手に入れることができ

るJ (傍点引用者〕左考えるとか，あ墨いは「もしもこの手に入れたものを誰

かが彼から奪い取ろうとすれば，彼の呼び声に応じてある程度確実に正んがり

兜をかぶった人が現われ，その品物が再び彼の手に戻る手助けをしてくれる|

(傍点引用者〉と考える 労働者のこうしたもろもろの観念を「工場主は人

聞の筋力が協働する場合の因果的な決定要因として考慮するのだが，その仕方

は，機械を構成している素材の重さ・竪さ・弾性その他の物理的性質 中嶋

一ーを考慮するのと全〈同じなのである。」町 (傍点引用者〉

労働者の心中での一連の心理事象と機械の有する物的性質という 見したと

ころ全〈異質なものが，工場主が考慮するものとしてある限りで，したがって

工場主の行為の格率としてある限りで等価物として機能する。言いかえれば，

工場主が経験上知っている規則性は，それ自体とし、ては心理事象の規則性であ

24) 羽leb町， WL  S. 325松井訳出ベ ク以下回

25) Ibid. 松井訳出ベ ジ。ここでウェ バが「紙幣JI硬貨JI警官」と言わずに， I紙切れ」
「金属片 I I需をかぶった人!といった圭現をしている煮に対じでは，ウヱーパーは「主観的に
思tされた意1味Jを考曙することを忘れ，外的視点をとっているとするウインチの興味深い批判
があるo Winch，噌 cit.，p. 117-118轟JII真規雄前掲訳書143ペ ク以下.
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ったり物的なもののそれであったりするが，いずれも行為格率に転化すること

によって同ーの次元で論じることが可能になる。それ故，先に言われた規則の

論理的意味とは行為格率のそれにほかならず，またこの格率においてこそ心理

的とか物的とかし、った規則の因果的な由来も問題にならなくなるのである。さ

らに行為者自身もそうしたものを知る必要はない。

たとえば，先の例での「金属片」や「紙切れ」の働きを思い起こし ζみよう。

ウェ バーによれば，金属片や紙切れが貨幣の機能を何故果すことができるの

か，何故そうした事態が生じたかを現代人は知る必要はなし、。それは自分の足

がどのようにして自分を歩ませるのかを知る必要がないのと全く同じである 26)。

重要なりは，人間の心理にせよ機械という物的なものにせよ，とれとれの事を

すればか〈か〈しかじかの反応・結果が現われる規則性が経験的事実として存

在すると行為者自身が考えるということである。言し、かえれば，規則性が経験

的事実として行為者にとっては存在するよとによって，この規則性は行為の格

率に転化しうるのである。

次に規範も行為の格率に転化しうることが示される。たとえば「規則正しい

消化」とLみ命題を考えてみる。人が「私の消化は規則正しい」と述べる場合，

そこで語られているのは消化についての経験的な規則性である。しかしなんら

かの障害が生じて消化が不規則になり，それ故規則正しい消化が目ざされた場

合には，消化の規則性は自然的事実としてではなく，追求さるべき規範になる。

さらに人がこの規範に従って薬を服用するとすれば，規範は行為の格率に転化

L-tこことになる幻》。

こうして，存在と当為の対立に基づく規則性と規範の二分法は，両者共格率

に転化しうることが示されることによって解消される。シュタムヲーのように

あらかじめ社会生活を規範関係と同一視し，それに含まれない規則概念(規則

性〕を社会科学の固有の対象から排除するというのではな<，閃果的由来から

26) WL  S. 3抗松舟守，37へージ。 Vgl.WL  S. 473林道義前掲訳書90へージ以下。
27) WL  S. 328 f松井訳38ベジ以下。
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すれば相異なる諸々の規則概念をいったん格率概念に転化することによって，

そこから逆に自然とは区別される人間行動叩特殊性を見い出そうとする方向が

ここでは示されているのである。しかも格率概念において行為者の主観とその

行為との関係という存在の次元に焦点がすえられたことによって，人間行動の

統一的な経験科学的取り扱いの可能性もまた示きれる ζ とになったのである 28)。

そうした意味で，この格率概念に理解社会学の方法意識そのものが見い出せる

と言えるだろう。しかしこの点がより明確化されるのも，格率概念を検討した

ところでは不明瞭であった規範科学的取り扱いの問題が論じられるのも次の意

味論においてーである。

IV 第四の自然概念一一意味論の形成

シュタムラー論文におけるウェーパーの意味論を検討するためには，ここで

も士ずシ 1 タムラー自身の意味論を見ておかなければならない。ああ意味でシ

ュタムラーの議論にウェーパーが触発されているとも言えるからである。

先にも述べたように，シュタムラーは社一会科学の固有の対象を「外的に規制

された社会生活」に見ていた。彼は別のとよろではこのことを「意味J Sinn 

とかかわらせて説明している目、

シュタムラーのあげている例は，今まで全く社会関係を結んではいなかった

ヨーロッパの船員とアフリカ土人が有なう交換行為である。彼によれば，この

交換行為の本質を決定するのは，両者が品物を交換する際に行なう筋肉運動や，

彼らの品物の在り場所が変わることなどの外的に知覚できる出来事なのではな

い。重要なのは i両者の言葉が通じなくとも法的な営みとしてある二人の聞

の談合と取り決めとしての交換」というこの行為の意味なのである。つまり，

2的経験的な規則惟に関する格率壮目的格率 Zweck-Maxime. 規範に関する格率は規範持率
N司田 MaじX:lmeと呼まれる o WL  S. 334， 336 松井訳43. 45ベ ジ.この目的格率と規範倍
率が「社会学の基礎概念」での目的合理的行為と価値合理的行為という行為の三類型の一つの原
型をなすものk思わわる。 WirtschaJtund Gesellschaft， S. 12. 清水前掲訳書39ベータ阿
閉・内藤前掲訳書40べ一三人

29) Stammler， WR  S. 103 f. 
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今後は「お前が私の物をお前の物として所有してよしまた私はお前の物を私

の物として支配するつもりである」というこの行為の意味がその本質を決定し

ているのである。シュタムラーはこの意床なるものを直ちに権利と義務の規則

として，すなわち両当事者を拘束する規範的規則として考えている。しかもこ

の規則は行為の時点にだけ有効というのではなく，その終了後も当事者を拘束

し続けるものとしてあるとされる。こうして「彼らは今や，彼 bの社会的結び

つきを形成する一つの規則を作り上げるのである。」 ヨーロッハの船員とアフ

リカ土人は規範的意味を有する交換行為を行なうことによって社会生活を形成

するよ二とになる。こうしてシュタムラーによれば，意味ニ規範=社会生活とい

う等置関係が成立することになる。意味に関して言えば，社会生活なき意味と

いうものは考えられないことになるのであるu

ウェーバーは，交換行為はその意味なくしては不可能だし概念正しても考止

られない左いう点では'/ュタムラーの議論を一応は認めている。しかし同時

に， I外的に知覚できる出来事」と「意味」との関係を「シンボル」と「意

味」との関係に置きかえ，その上でシュタムラーの見解を規則概念の場合と同

様に狭すぎるとして批判している。つまり，外的に知覚できる出来事が γγボ

ノレとして役立つ事情が社会関係の本質的な前提の一つであることはウェーハ

は認めるが， しかしさらに I(外的なしるし〉が〈シ γポノレ〉 として役立つと

いう事情は 中略一一社会関係にのみ本質的な前提なのだろうかJ30) と彼は

問う。もちろんそうではなL、。しおりの例をウェーパーはあげている。

「私がくしおり〉を本の聞にはさむとする。そうすると，この行為の結果に

ついて，後に知覚できるのは明らかに〈シンボル〉のみである。つまり，ここ

で細長い紙ないしは別のものが二枚の紙の聞にはさまれたという事情は一つの

意味 Bedeutung を有 vcおり，それを知らなければ，しおりは私にとっては

役に立たずまた無意味であろうし， ιの行動自体因果的に〈説明できない〉で

あろう。しか Lここには何のく社会〉関係もないではないか。JaD

30) W eber， WL S. 331 f 松井訳41ベ oTo 
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さらにロビンソン・グノレーソーの例がここでも用いられている。切ろうと思

う木にしるしをつけたり，将来の飢えを防ぐために穀物を区分けしたりといっ

たロピンソンの行為についても，外的に知覚できる出来事だけが行為のすべて

でもなければ本質を形成しているのでもなし、。ここでもロビンソンの行為の有

している意味 Sinnがこの行為に一つの性格つまり意義 Bedeutungを与える

のである。そしてもちろんここにも社会生活は存在しない'"。

したがってウェーパーからすれば，外的に知覚できる出来事とそれの意味を

「シンボル 意味」関係でとらえる限りては，社会生活り有無は前提として

は問題にはならない。たとえば，会話に意義 Dedeutungを与えるのはその際

聞きとれる音声そ札自体ではなくて音声の有している言葉の意味 Wortbedeu~

tung であり， また，印刷された文字の存在に意義を与えるのもこの文字の姿

を形づ〈っている紙にしみ込んだ黒いしみではなくてこの文字の有 Lている音

戸の意味 Lautbedeutungであるという事情は，先のしおりやロビンソンの行

為，さらには交換行為におけるシンボノレー一意味関係と等価なのである叫〉。こ

のシンボル 意味関係にウェーパーは第四の自然概念の規定への手がかりを

見い出している。

「われわれは，対象や事象に〈表現されている〉のを見る(意味)Sinnを，

われわれがこの〈意味〉を捨象した後に残る対象や事象の構成部分から思考の

上で区別してみよう。そして意味の捨象された構成部分にめみ着目する考察を

く自然主義的〉考察と名つけてみよう。一一そうするとわれわれは先に述べた

三つの自然概念とは完全に区別される別の〈自然〉概念を得ることになる。

この場合には，自然は(無意味なもの dasSinnlose である。より正しく

言えば，ある事象はわれわれがそれに対してく意味) Sinnを問わない場合に

く自然〉になるのである。しかしも bろ心の ζ とだが，無意味なものとしての
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自然に対立するのは(社会生活〉ではなくて〈有意味なもの> das Sinnvolle， 

すなわちある事象や対象に付与され，その中に見い出されうる〈意味〉なので

ある。つまりそれは宗教教義内での全世界の形而上学的な〈意味〉からはじま

って，狼が近づく際にロビンソンの犬が吠えることが有している〈意味〉に至

るまでの〈意味〉を含むのである。」山

第四の自然概念はこうして白会J対意味という形で提示される。しかしここで

示きれた意味概念は「全世界の形市上学的な意味から犬が吠えることの有する

意味までを含む」という言明からもわかるようになお多義的であり，かつどの

ような科学的取り扱いと結びつ〈のかも明らかではなし、。ウェ バ←はしかし

ここでも先の存在対当為(経験科学対規範科学)という二分法を貫こうとして

レるo

彼によれば，意味は二通りのやり方で扱われうる。一つは意味の教義学左呼

べるものである。たとえば，交換の当事者の行動中ロビンソンの経済的行為が

首尾一貫性を有しなければならないとすれば，それはどのようなものでなけれ

ばならなし、かを問う立場がそれである。つまり. Iわれわれは 中略一一一

定の事象が，実際にはいちいち明瞭には考え抜かれずぼんやりとしか頭に浮ん

でいないような(意味〉と観念の上で結びっし、て現われるという経験的事実か

ら出発し， しかしすぐにこの経験の領域を去って，当事者の行為の〈意味〉を

思考の上でどのように構成すれば内的矛盾を持たない構成物が成立するのかと

問うことができる。J35) たとえば， ロビンソンの経済行為に関してそれを行な

っているのが限界効用理論である。したがって，意味の教義学とは実際には意

味の理念型を作り上げることにほかならない刷。ウェーバーの後年の用語で言

えば，ここでは客観的に妥当する意味が探求されることになるとも言えるだろ

つ。

34) Ibid.. S. 332 f 同上み

.35) Ib低， S. 333，松井訳42ベジ以下.

36) Ib封.S. 335 松井訳44へ 出
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他方，意味の経験科学的取り扱いとしては次のようなものが考えられる。そ

れは，上の意味の教義学において成立した意味の理念、型が行為者によって実際

に意識されていたかどうか，意識されていたとすればどの程度そうなのか，意

識されていなかったとすれば行為者は他のどんな意味をその行為にこめていた

のか，あるいはそもそも何らかの意味をそこにこめていたのか，そういったも

のを問うやり方である町。この立場からすれば，行為者がたとえば交換という

行為を自分にとって義務的意味をもつものとみなして行なった場合には規範格

率が成立したことになる。あるいはそうではなくて，行為者がある目的を持ち，

経験的な規則性から見て，交換をその固的のための手段として適切だとみなし

て行為した場合には目的格率が成立したと言える。こうしたウ品ーパーの言明

を見るならば，意味の経験科学的取り扱いとは，先の行為格率の検証にほかな

らないことは明らかであるの言い古3えればここでの意味とは実は格率にほかな

らないのである。

意味が行為に対してどのような作用を果したかを行為者の主観の次元で問う

意味の経験科学的な取り扱いが示されたこの個所で，事実上「主観的に思念さ

れた意味」のカテゴリーが形成されたと言えよう則。と同時に，格率を論じた

とζろではまだ不明確であった規範科学的取り扱いが，意味の教義学=客観的

意味の確定として明確化されたことによって，第三の自然概念での存在対当為

という二分法は， i主観的に思念された意味」対「客観的に妥当する意味」と

いう形で貫かれたのである。

しかし，この帰結は直ちに自然、対意味という第四の自然概念と存在対当為と

いう第三の自然概念の関係を問わせることになる。ウェーパーは経験科学とし

ての社会科学の立場から次のように述べている。

，(社会生活〉士経験的存在とし ζ説明Lょうと望む者は， 教識の上で仔在

すべきものの領域への思考上の飛躍を行なう ζ とは許されない。(存在〉の領

37) Ib試， S. 334 松井訳43ベジ。

38) V gl. Raymond Aron， f唖 cit.，p. 246-247 
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域では，われわれの交換という例でのあの〈規則〉は，因果的に説明できそし

て因果的に作用する，両交換者の経験的な〈格率〉の意味でしか存在しないの

である。

先に述べた第三の自然概念からすればこのことは次のように表現できるだろ

うo すなわち，外的事象の〈意味) Sinnもその経験的存在が反省されるなら

ば(自然〉になると。というのは，その場合にはまさに外的事象が教義として

持っている〈意味〉が問われるのではなく，むしろ登場人物が具体的にこの外

的な事象に結びつけたかあるいは認識可能なメルク 7 ーノレからすれば結びつけ

たかのように思われる〈意味〉が閥われているからである。」山

自然と対立するもりとしてあるはずの意味が経験科学の対象となる限りでは

再び自然と化してしまれこのいささか逆説的な関係は存在対当為という二分

法が固守されている限りは断ち切ることはできなし、。しかし，まさにこの逆説

的な関係においてのみ，因果的由来からすれば相違するはずの規則性E規範土

が共に行為の格率として，統一的にしかも経験科学の対象.として取り扱われる

ことが可能となったのである。

V シュテムラー論文の意義

以上，ゃーや逐語的に， シュタムラー論文にお付る規則概念・意味概念を検討

してきた。最後に，理解社会学の方法意識の形成にとってのこの論文の意義を

総括的に考えてみたい。

最初にも述べたように，理解・意味・行為・規則といった概念はシュタムラ

論文以前にも検討されてはいた。しかしそれらはなお個々に検討されたにと

どまっており，統ーされた形で論ιられることはなかったのである。それに対

Lて v ュタムラー論文は，倍率概念を提起し，それと志味概念、とを結びつけ

るよとによって I主観的に思念された意味によって規定さわした行動」という

理解社会学の基軸をなす行為概念をはじめて事実上提起しえたのであるo 言い

39) WL  S. 336 f.， 357 松井訳45，62ベータ。



84 (224) 第 127巻第2. 3号

かえれば，意味論と行為論を結合することによって，ウェーバーの従来の方法

意識がらすれば決定的に新たな地平を開いたのである。

ところで，この新しい地平の開拓は，それ以前にウェーハーが立脚していた

リッカートの方法論的枠組の自覚的な相対化をも伴なっていた。彼が諸々の自

然概念の検討に際して，自然対歴史という形で規定される第二の自然概念を，

たとえばクニース論文におけるように，概念構成の論理的特質として方法論の

基準にする叫ということをせず，さらに第三・第四の自然概念を提示すること

によってその完全な相対化を行なっτいることにこのことは明白に現われてい

る。同時に，より重要なよと Eあるが，経験科学り認識対象とし C意味世界が

措定されたことは，文化科学の認識を基礎づけるものとしてとりわけ客観性論

文において強調された価値関係論にも変化をもたらすことになった。なぜなら

ば，シュタムラ←論文で提示された「意味」は，ウ 4 ←ハー自身認めているよ

うに自然的存在としてある意味なのであり，またそう Lたものとしてのみ経験

科学の認識対象色な.りうるからである。 t!1-.するならば，支化意義 Kulturbe

deutung;の認識の前提としての価値の関係づけはもはやその本来の機能を果

しえないだろう。認識対象はそうした価値性とは無縁の世界なのであるから4ヘ
40) WL  S. 125 f 松井訳「ロ γ シャ とグニスJ伺， 115ミジ臥下。

41) たとえば，客観性論文での次のような「土化意義」の規定と，先のしおりや語の意味の規定と

を比較されたい. rわれわれは生の諸々の現象をその文化意議において認識しようと罫める諸学

科を仁主化串伴〉と名づけた。ところで，ある文化現象形態の意義と乙の意載の根拠とは，法則

慨念的体系がどれほど完全であっても，その体系から引き出さオ叶置拠づけられ了解されるもので

はない 乏いうのは，その意義は文化現象の個値理念への関係づけを前提止すあからであるー文

化という概念は つの価値概念である。JWL  S. 175 出口車蔵訳「社会科学および社会政策の

認識の『客観性H r世界の大思想3 ウエ ハ，政治社会曲集J1968， 77." ジ，富永祐

治立野保男訳「社会科学方法論」岩波文庫.51へ一山 さらに次の個所も事照のこと. WL  
S. 1'17， 177f 出目前掲訳書78ベ ン以下， 79ヘ ジ，富永・立野前掲訳書54，55ベージ。なお

シータムラ 論文ではζれまで引用した士章からもわかるように BedeutungとSinnがなお

併用されているが，さらに， WL  S. 343， 351， 352， 353. t2井訳51，57， 58， 59ベージのそれぞれ

の Bedeutungの用法を見られたい.r理解社会学のカテゴリ 」ではしかし Bedeutungは三

度しか使われていない.(し、ずれも「意味変更JBedeutungswandel とし、う形で使われてU、る。)

WL  S. 444， 472林前掲訳書叩.89へ 三人「社会学の基礎概念」では「歴史的意義Jhist町 ische

Bedeutungという形で一度しか用いられていない。 Wu官 Ch4舟 undGesellscJ同1ft，S. 3. 清

水前掲訳書13ペ シ，阿閉内藤前掲訳書12ヘン。以上， Oakcs， op. cit.， p. 49 n. 14の指ノ
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それ故，価値関係はシュタムラー論文以降方法論にお ける重要性を喪失し，遂

には，単なる定義つけとほぼ同義に用いられるようになる曲。

こうして， シュタム ラー論文は，意味論と行為論とを結合 L，意味によって

担われた行為世界を自然的存在の世界と措定することによって，経験科学的社

会認識としての理解社会学という新たな方法意識への突 破口となったのである。

(1980年 7月稿)

〔補註〕 シュタムラ 論文における教義学的考察と経験科学的考察の峻別に焦点を

あてて論じたものとして，望月哲也，マックス・ウェ バ におけるシュタムラ 批判

の立場と社会学， r社会学評論J，83号，. 1970年，を追記じておく。

、摘に基づしこのように Sinnへと語法が統一されてし、った背後には，明らかに客観性論文に

おける文化意義とは異なる意味概念ヘの自宜があったと考えるべきであろう。ディーター へン

リッヒはその著書 DieterH朗 rich，Die Einheit der Wissenschaftslehre Max Web町"

1952， S. 72丘 でウェーパーの童、昨梅t~を検討しているが，以上指摘した点に対する考慮が全〈

欠けている。同様に安藤英治氏も，ツュタムラー論士で提示された意味概意を客観性論文におけ

る文化意義と混同され亡いるように思われる。安藤英治，前掲書 178、ージ註刷。この点に関す

る安藤氏への批判としてはすでに近藤氏のものがある。近藤潤三，前掲論文H，70ベ ク註①。

42) i国王，官吏，経営者，売春婦の情夫，町咋旭市などの行なう乙とが最初にわかっていな片れば，

すなわち，いかなる類型的行酬 明一分析にとって語であり問題になることになるの

か，それが最初にわかっていなければその分析に手を着けることはtきない。(リッカートのい

うところの〈価値関係))JWeber. Wirtschaj三undGesellscJuzft， S. 8 清水前掲訳書， 29へ

ージ，阿閉内藤前掲訳書， 29ベ シ。 vgl 野否同'schaftund GeseZlsch匁rft，5 Aus.， 1976， 

Erlauterungsband von Johonnes Winckelmann， S. 11 


